	
雇用対策のポイント


	　
	平成20年度当初
	第一次補正
	第二次補正･平成２１年度予算

	雇用維持
	◎雇用調整助成金による支援
	◎中小企業緊急雇用安定助成金の創設
	◎雇用調整助成金の特別措置（１２月９日に遡って実施）

	
	･休業､教育訓練等により雇用維持に努める事業主に対して､賃金の一部を助成(手当等の1/2、中小企業は2/3)
	･雇用調整助成金を拡充し手当等の4/5を助成
	

	
	
	　
	雇用期間6か月未満の雇用保険被保険者を対象者に追加

	
	
	◎雇い止め、解雇等への対応
	　

	
	　
	･パンフレットを活用した事業主への各種啓発指導
	●雇用調整助成金の特別措置の拡充

	
	　
	･全ての労働基準監督署に特別相談窓口を設置
	･助成率引き上げ(大企業1/2一2/3)(中小企業は4/5)

	
	　
	･大量整理解雇等を行う事業場に対する指導
	　

	
	　
	　
	●派遣先による派遣労働者の雇入れ支援

	
	　
	　
	･契約期間満了前に派遣労働者を直接雇い入れる事業主に1人当たり98万円支給

	
	　
	　
	

	再就職支援
	◎ハローワークの全国ネットワークを活用した職業相談・職業紹介の強化
	◎非正規労働者就労支援センターの設置（3か所）
	●年長フリーター等の支援のための特別奨励金創設

	
	
	
	・年長フリーター等（25～39歳）を正規雇用する事業主に奨励金を支給（中小企業100万円、大企業50万円）

	
	　
	　
	

	
	◎雇用保険制度
	◎日雇派遣労働者等の安定就職支援、職場定着指導
	　

	
	･解雇、倒産等による離職者に⊃いては､所定給付日数が90～330日と一般の離職者(90～150日)よりも手厚い
	
	●特定求職者雇用開発助成金の拡充

	
	
	･ハローワークに特別相談窓口を設置
	・中小企業については支給額を拡充（60万円→90万円）

	
	
	　
	　

	
	･公共職業訓練（ジョプ･カード制度の訓錬を含む）を受講する場合、訓練終了までの間、所定給付日数を超えて基本手当を支給（最長2年間）
	◎訓練期間中の生活保障
	◎住宅確保対策等の実施（一部について遡って実施）

	
	
	・雇用保険の対象とならない者への職業訓練期間中の生活保障給付制度(10万円／月)を創設(2次補正で12万円／月に拡充予定)
	･住宅入居費用の貸付(最高186万)（既に実施）

	
	
	
	･雇用促進住宅での受け入れ(既に実施)

	
	
	
	・社員寮への入居継親について､事業主へ要請（既に実施）（無償で住居を提供する事業主へ助成）（12月9日に遡って実施)

	
	　
	　
	

	
	◎トライアル雇用制度
	◎特定求職者雇用開発助成金の拡充
	･全国のハローワーク（190か所）において住宅と安定就労確保のための相談支援(既に実施)

	
	　
	･65歳以上の高齢者を対象に追加
	

	
	◎高齢者､障害者等就職困難者の雇入れ助成（特定求職者雇用開発助成金）
	･障害者を雇い入れた中小企業への助成を拡充
	　

	
	
	　(例:身体･知的障害者を雇い入れた事業主に対する助成期間　1年間（現行）→1年6か月）
	●雇用保険制度の機能強化（Ｈ２１予算）<２１年４月１日施行>

	
	
	
	

	
	･高齢者(65歳未満)、障害者等の就職困難者を雇い入れた事業主に対し原則50万円（中小企業は60万円）を支給
	　
	・非正規労働者の適用基準緩和（雇用見込1年→6か月）

	
	
	　
	･再就職が困難な場合の給付日数の延長(60日分延長)

	
	
	　
	　

	
	
	　
	●ふるさと雇用再生特別交付金（仮称）の創設

	
	　
	　
	･基金(労働特会2,500億円）を創設し､地域の創意工夫に基づいて雇用機会を創出する取り組みを支援

	
	　
	　
	

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	●緊急雇用創出事業（仮称）の創設

	
	　
	　
	･都道府県への交付金に基づく基金（一般財源で1,500億円）を財源として、地方公共団体が､非正規労働者等を対象に一時的な雇用･就業機会を創出する取組みを支援

	
	　
	　
	

	
	　
	　
	

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	●離職者訓練の実施規模の拡充等（Ｈ２１予算）

	
	　
	　
	・定員を大幅に増加、雇用の受け皿として期待できる分野(介護分野等）での安定雇用に向け､長期間の訓練を拡充

	
	　
	　
	

	
	　
	　
	･生活保障給付の拡充(25歳未満の若者を対象に追加等)

	
	　
	　
	　

	
	　
	　
	●ジョブカード制度の雇用型訓練に取り組む企業への助成拡充

	
	　
	　
	

	
	　
	　
	･訓練中の賃金､経費の助成率引上げ(中小会業3/4､大企業2/3)等

	
	　
	　
	

	内定取消し
	◎事前通知制度
	◎内定取消しに関する相談、企業指導先の強化
	●内定取消し学生のマッチングの促進

	
	･内定取消しを行おうとする場合には､ハローワーク等に通知が必要
	
	・内定を取り消された就職末決定者を年長フリーター支援のための特別奨励金の対象に特例的に追加

	
	
	・ハローワークに特別相談窓口を設置
	

	
	･ハローワークは事業主に対して、内定取消しの回避・撤回について指導
	･ハローワークによる内定取消し事業の一元的把握、企業名公表等について1月19日に関係省令等を改正し公布・施行
	　

	
	
	
	　

	
	　
	
	　


◎既に実施　●予算措置　　赤字部分：平成21年2月実施 








